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(木)
働き方改革関連

システム相談会開催！！
時間予約制

労働時
間上限
規制

年次有
給休暇
５日取
得義務

月60時間
超割増率
引上げ

同一労働
同一賃金
への対応

ITでお客様に貢献する 株式会社 中川

テーマに合わせたシステムのご提案を致します！

ITでお客様に貢献する 株式会社中川

マルチベンダー扱いにて御社にあったご提案を致します！！

法改正情報だけでなく、さまざまな生産性向上が可能になるITツールもご紹介しております。

本社 多治見市宝町3-97 0572-25-4511
可児営業所 可児市川合108-1  0574-66-5100

https://www.oa-nakagawa.biz
info@nakagawa.biz

場所：㈱中川 本社

第6回

勤務間イ
ンターバ
ル制度

こんなこと
ありません
か？？

・給与計算時期になると休めない。。。
・属人的な作業になってしまっている。。。
・複雑な勤務体系なので手作業で無いと無理。。。
・時間、有給など管理はエクセルで。。。
・社員のスケジュールの把握ができていない。。。
・申請書に時間がかかる。。。
・営業日報をどこからでも入力できないか。。。

https://www.oa-nakagawa.biz/


会社名 お名前

会社住所
電話

FAX

メール

ご来場時間・9:30- ・10:45- ・13:00- ・14:15- ・15:30-

システム
・勤怠関連 ・給与関連 ・人事関連 ・販売管理
・グループウェア ・その他

お問い合わせ：株式会社 中川 https://www.oa-nakagawa.biz

本社：多治見市宝町3-97 /可児(営)可児市川合108-1

TEL：0572-25-4511         FAX0572-25-4514    info@nakagawa.biz まで

◆PCA給与DX・PCA人事管理DX・クロノスPerformance◆

労働時間上限規制 年次有給休暇5日取得義務

【対応例】アラートによる時間超過抑制管理
月45時間残

業

32:4
5

65:18

45:00

アラートグラフを活用する事で、アラート対象者（個
人）の残業時間超過日を事前（10/16）に、”
予測“・”把握“する事が可能（超過時間数も確認
可能）

【対応例】 「有給休暇管理簿」対応

「有休管理個人表」は「有給休暇管理簿」にも機能的充足してお
ります。
（・労働者毎に調製・給付日記載、等）なお、有給休暇の消化
状況を
確認は「勤務表」を利用し、条件を“5日以下”を指定することで、
対象者をカンタンに抽出可能できます。

◆中小企業グループウェアソフト シェアNo.1  サイボウズ◆

mailto:info@nakagawa.biz

